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策定日 平成２９年３月 

団体名 大 玉 村 

                                        事業名 大玉村農業集落排水事業特別会計 

 

 

農業集落排水事業の現状 

 

現在大山地区１箇所及び玉井地区２箇所により計３地区により生活雑排水を対象に事業

を行っております。 

平成２７年度末接続率７３パーセント処理区域内人口は３，２９０人で各施設の計画戸

数及接続数は下記のとおりです。 

 

（１） 施 設 

 

  施 設 名     対象世帯数    接続数      供用開始年度 

大山第１浄化センター  ２２５戸数   ２２６戸     平成 ６年４月１日 

玉井第２浄化センター  ６１０戸数   ３７２戸     平成１６年４月１日 

玉井第３浄化センター   ５９戸数    ５９戸     平成２８年４月１日 

 

 

（２）大玉村人口推移 

 

年 度 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

大 玉 8,549 8,579 8,579 8,560 8,667 8,606 8,528 8,479 8,498 8,544 

 

（３）農業集落排水使用料 ※税抜き 

基本料金 １人 ２人 ３人 基本料金に世帯１人につ

き５５０円を加え算定 ３，５００円 ５５０円 １，１００円 １，６５０円 

 

例）３人暮らしの場合、3,500 円（基本料金）＋1,650 円（３人分）＝5,150 円（税抜） 
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１ 経営の基本方針 

 

近年、農村社会の混住化と生活様式の変化により生活雑排水を主因とする農業用排水及

び河川の汚濁が進行し、農業生産をはじめ生活環境、自然環境に大きな影響を及ぼしてい

ます。このため農業用排水の水質を保全し、農村生活環境と併せて自然環境の改善図るこ

とを目的に大山第１地区、玉井第２～玉井第３地区において実施してまいりました。 

今後も継続的に運営を行うために各施設につきましては、順次機器の更新計画を策定し

計画的に更新するとともに、管路の定期的な保守点検を実施し維持管理に努めまた、未接

続世帯へ接続の啓発活動を実施し接続率の向上を図っていきます。 

 

２ 計画期間 

   平成２９年度から平成３８年度までの１０年間を計画期間とします。 

   また、随時経営状況を確認するとともに、必要に応じ見直しを実施します。 

 

３ 投資・財政計画 

   別紙「投資・財政計画（説明）」・「投資・財政計画」参照 

 

４ 効率化・経営健全化の取組 

（１） 組 織 

① 効率的な組織の整備 

平成４年度より建設課農林土木係で運営を行い平成９年より環境対策室に

移行しその後、水道事業との統合により上下水道課から現在は、産業建設部

建設課上下水道係が業務を行っている。 

施設の維持管理業務及び緊急での対応は民間業者と長期契約を結び、また

汚泥搬出作業についても地元のシルバー人材に委託し組織の効率化と経費の

節減を図っています。 

 

② 人材の確保・育成 

農業集落排水事業が地域において継続的に必要なサービスを提供するため

に、経験職員のノウハウ及び技術を組織において円滑に継承させます。 

 

③ 定員管理の推進 

効率的な人員配置に努め、適正な人員管理を行います。 
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④ 人事管理・退職管理 

人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図りま

す。 

 

（２） 広域に関する事項 

広域化については、各地方公共団体が将来像を共有するため町村間の議論や

連携の場を持つことが必要なこと、また各浄化センターの対象区域が離れてい

る事により広域化に伴う莫大な初期コストがかかるため、本村としては、区域

内処理を原則として広域化の予定はありません。 

 

（３） 民間の資金。ノウハウの活用に関する事項 

現在、施設維持管理・汚泥搬出業務については、民間との委託契約に基づき

運営を行っており今後さらなる効率化に努めてまいります。 

 

（４） 資金不足比率の見通しとその評価 

計画期間中に資金不足が発生する見込みはありません。 

 

（５） 資金管理・調達に関する事項 

一般会計繰入金等の資金を確実に調達し、資金不足が生じることのないよう

に計画的な資金管理を努めます。また、使用料収入を確保するため未収金対策

に努めるほか、料金改定も今後検討し繰入額の削減に努めます。 

 

（６） 情報公開に関する事項 

事業概要や使用料金等については、村のホームぺージ等で情報を公開し、経

営の透明性の確保を図るとともに判りやすい情報の提供に努めてまいります。 

 

（７） 経営削減に関する事項 

浄化センターにおける光熱費、薬品費などの維持管理費は、汚水処理に欠か

せないものです。汚水量は年々増加傾向にありますが汚水処理の効率化を図る

とともに機器の長寿命化にも力を入れ、計画的に修繕及び更新を行い、経費の

抑制削減を目指します。 

 

（８） 地方公営企業法（公営企業会計）適用について 

安定した農業集落排水事業経営の実現を図り、継続的なサービスを提供して

いくために、農業集落排水事業について公営企業法を適用の検討を行う。 
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５ その他 

（１） 使用料収入に関する事項 

  農業集落排水使用料は独立採算性の原則のもと、決定されることとなっています。 

現在繰入をしなければ運営出来ない状況にあり今後、起債額の減少と計画的な施設管

理を努めながら、経費の削減を徹底し使用料金の見直しを随時行い繰入金の削減に努め

ます。 
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様式第２号（法非適用企業） 

 

 

農業集落排水事業 投資・財政計画（説明） 

 

 

（１）投資についての説明 

 

・維持管理費については、直近の決算値を基に算出した。 

・資本費については、起債償還表に基づき計上した。 

・建設改良については施設の老朽化対策のため施設機器等の更新を計画的に進める。 

 

 

 

 

 

 

（２）財源についての説明 

 

農業集落排水施設の使用料金については、基本料金月額３，５００円に世帯人数１人あ

たり５５０円に消費税を加算した金額となり、年間を通して世帯人数に変更がなければ大

きな変動のない料金体系となっている。現在の施設については大山第１浄化センター及び

玉井第３浄化センターで建設当初に計画戸数に達しており、玉井第２浄化センターは現在

６１％の接続率となり今後、新規住宅建設及び住宅の建替えに伴う接続率の向上が見込ま

れる為料金収入については今後１０年間で毎年微増するものと考えられる。 

一般会計からの繰出し金についても現在、企業債の利子償還分の全額及び一部維持管理

運営資金としては繰り出しを行なっているが、今後地方債金の減少に伴い一般会計からの

繰出金の見直しを計画的に行いまた使用料金等の見直を随時検討していく。 
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